
  

  

　

地
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養
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通
勤
手
当

第３章  職員の給与

給　与

住
居
手
当

地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき条例によって定めることとさ
れ、職務の困難性及び責任の度合いに基づき決定される給料と、諸手当から
成っています。給料、諸手当ともに、法律又は条例で規定されている以外
に、これに基づかないで支給することはできません。
大田区の一般職員の給与は、民間の給与実態などを調査した上で出される

特別区人事委員会の勧告を受け、また、特別職(区長など)の報酬等について
は、大田区特別職報酬等審議会の答申を受けて、それぞれ区議会の審議を経
て条例で定められています。
職員の給与については、その内容が社会一般の情勢に適応したものである

か、常に点検し、見直しを進めているところです。
この章では、区職員の給与のあらましについて説明します。

給 与 と は 
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① 給与勧告制度

　

　公務員の給与については、労働基本権が制約されることへの代償措置として、社会一
般の情勢に適応した適正な給与を確保するために、独立した人事行政専門機関である特別
区人事委員会による給与勧告制度（以下、人事委員会勧告といいます。）が設けられてい
ます。
　人事委員会勧告は、公務員の給与水準を、労使交渉等によって経済雇用情勢等を反映し
て決定される民間従業員の給与水準に均衡させる、民間準拠方式を採用しています。

条例改正

区　長

区議会

比  較

民間企業給与
特別区職員給与
（事務、技術）

　　特別区人事委員会は、昭和53年４月に23区が共同して設置した機関です。
　　民間企業給与とは、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の特別区内の
　事業所（令和６年は1,112事業所、対象者は約４万９千人）の従業員を対象として、
　月例給与・ボーナスの支給状況等を調査したものです。

勧告から給与決定までの流れ

議 決

（１）職員の給与決定のしくみ

条
例
提
案

勧 告

勧 告

特別区
人事委員会

用語説明

１ 給料・報酬
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② 令和６年勧告内容のあらまし

（令和７年の勧告内容は、後日区のホームページ等で掲載予定です。）

Ⅰ　勧　告

１　給与改定の状況

ⅰ 月例給

（ ）

ⅱ 特別給

Ⅱ　主な報告（意見）

（この他の人事委員会勧告の内容については124頁参照）

2.76%

項　　　目

393,192円

0.20月 4.85月

・　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務
　員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

4.87月 4.65月 0.22

382,163円
2.89%

4.60月

民間の支給
割合（Ａ）

公務員の支給
月数（Ｂ）

較差(Ａ－Ｂ)
勧　告

(改定月数)

11,029円
2.89%

人 事 委 員 会 の 勧 告

人 事 委 員 会 の 報 告

民間給与(Ａ) 公務員給与(Ｂ) 較差(Ａ－Ｂ)
勧　告

（改定率）

給与
改定率

（参考）
国の改定率

（令和６年10月９日勧告）

2.89%

・　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラ
　スパイレス比較した平均給与月額です。

年間
支給月数

（参考）
国の年間
支給月数

 ○区民からの信頼の確保

 ○未来を切り拓く人材の確保と育成

 ○時代に応じた採用制度の見直し（将来を見据えた人材確保・育成策の検討、障害者の雇用
　 促進、自治体DXの推進に向けた人材の確保と育成、専門人材の活用）

 ○行政系人事・給与制度改正における現状と課題（職員構成の変化、若年層職員の昇任意欲
　 の醸成、知識・経験が豊富な職員の活躍促進、差額支給解消に向けた具体的取組の実施）

 ○誰もが活躍できる勤務環境づくり（職員のやりがいや意欲を高める環境づくり、魅力ある
　 職場の基礎となる勤務環境づくり）

 ○人材の育成（人事評価制度の適切な運用、管理職の確保と育成、女性活躍の推進）
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③ 過去の主な勧告内容

0.10月
金 額 3,722 3,569 3,869

５年 0.98
率 0.98 0.88 0.96

４年 0.24
率 0.24 0.20 0.23

△0.15月
金 額 △94円 △19円

△0.03%

0.10月
金 額 896 828 921

３年 △0.02%
率 △0.02％ 0.00%

△103円

△2,235円

△0.05月
△0.04%

0.01%

47円

△0.05%

0.15月
0.09%

387円

△0.04％

△157円 △164円

24年

26年

２年

率

金 額

△0.04%
率

△0.58％

率

金 額

0.13%

元年 △0.58%

金 額

△0.14%

0.20%

0.35%

0.15%
金 額

率

率

金 額

率

金 額

0.02％

△0.38%

率

金 額

率

率

率

金 額

率

0.15%

△0.20%

△842円

率

金 額

率

0.04%

△0.19%

金 額

△783円

△0.14%

△588円

0.20%

809円

0.35%

1,413円

△0.35月

△0.20月

△0.20%

－

△757円

136円

△863円

－

△0.35%

△1,468円

0%

1,090円

0.27%

0.16%

480円

0.13%

0.12%

0.02%

△0.22%△0.38%

△1,605円

0.10月

0.25月

0.10月

－

0.10月

521円

0%

0.10月

△0.32%

△979円
△0.20%

△0.19%

23年

△0.19%

△0.24%

△1,336円

28年

20年

特別区

金 額

△0.09%

75円
－

22年
△0.29%

△372円

0.02％

△0.30%

21年

△1,259円

△0.30%

△1,235円

金 額

勧告年
特別給に
ついての
勧　　告

特別区に
おける

公民較差

0円

△0.23%

△899円

給料に関する勧告内容（平均率・額）の
都・国との比較

国都

25年

0.36%

1,469円

30年
△2.46％

△9,671円
△2.46%

708円

0円△827円

655円

27年

29年

108円

81円

0.13% 0.02%

74円 631円

0.03%

526円金 額

0.17%

0.15%

金 額 11,029

584円

10,595 11,183

△195円

0.20月６年 2.89
率 2.89 2.59 2.76
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％

住民基本台帳人口 歳出額(Ａ) 実質収支 人件費(Ｂ)
人件費

対前年度増減

人件費率

3,880,193
12.7

前年度
人件費率
（参考）(Ｂ／Ａ)

7年1月1日現在 千円 千円 千円 千円 ％

12.3
(43,506,482) 3,909,187

・　歳出額は令和６年度普通会計決算（一部を除く一般会計に、特別会計の一部を加え、会計間の重
　複を除いたもの）による額です。

・　人件費には、特別職の給与や議員の報酬などを含んでいます。

・　かっこ内は、事業費（投資的経費）に含まれる人件費（事業費支弁職員人件費）を含めた額です。

740,519人 331,755,472 154,647
42,149,976

・　人件費率とは、歳出総額に占める人件費の割合です。

3,483 

2,994 3,013 
3,123 

3,317 

414 411 400 383 421 

11.9%

13.7%

13.3%

12.3%

12.7%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

2 3 4 5 6

率
金額                        

（単位：億円）

年度

人件費率の推移

歳出総額 うち人件費 人件費率

（２）人件費・人件費率の状況
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職員数
（Ａ）

給      与      費
1人当たり給与費

（Ｂ／Ａ）
給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計（Ｂ）

人 千円 千円 千円 千円 千円

・　職員数は、令和６年４月１日現在の一般職員（会計年度任用職員を除く）の人数です。

・　給与費は、令和６年度普通会計決算（一部を除く一般会計に、特別会計の一部を加え、会計間の
　重複を除いたもの）による額に、事業費（投資的経費）に含まれる人件費（事業費支弁職員人件費)
　を加えた額です。

・　この表における職員手当とは、経常的に支払う手当である扶養手当、住居手当、通勤手当などを
　含み、退職手当は含みません。

4,086 14,787,879 5,321,033 7,430,573 27,539,485 6,740

（３）職員給与費の状況
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   ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を示
 したものです。

   一般行政職について、職員構成が同一であると仮定し、学歴別、経験年数別に平均給料月
 額を比較して算出しています。

　大田区では、比較的採用人数の少なかった経験年数15年から25年程度の大卒職員および経験年
数20年から25年程度の高卒職員が係長職、管理職に昇任していることがラスパイレス指数を押し
上げている主な要因になっています。

100.6 100.6 100.4 100.5
100.2

99.1
98.9 98.8

98.6
98.4

100.9 
100.8 

100.6 100.5 100.5 

97

99

101

103

105

107

2 3 4 5 6

指数

年度

特別区平均、東京都平均との比較（各年度4月1日現在）

大田区

特別区平均

東京都

（４）ラスパイレス指数の推移

ポイント

用語説明
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① 行政職（事務、一般技術、福祉等）

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

307,907円 419,634円 40歳10ヵ月

426,015円

386,880円

470,901円

409,944円

332,237円 414,480円 41歳11ヵ月

・　一般行政職とは、行政職のうち税務職と福祉職を除いたものをいいます。

②　医療職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

941,895円

926,007円

380,803円

357,540円

医師・歯科医師職 522,988円 860,880円 53歳11ヵ月

看護・保健職 333,346円 375,323円 48歳3ヵ月

令和７年４月１日現在の職種別平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額

※　平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
　勤務手当等の諸手当の額を合計したもので、このうち、上段は全ての諸手当込みのもの
　です。
　　また、国家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含ま
　れていないことから、比較のために国家公務員と同じベースで再計算したものを下段に記
　載しています。

区    分

大  田  区

   　　   うち一般行政職 308,151円 39歳4ヵ月

東　京　都 325,837円 42歳4ヵ月

国（一般行政職）

区    分

国

大 田 区

医師・歯科医師職 514,533円 63歳1ヵ月

看護・保健職 291,533円 39歳5ヵ月

（５）平均給料月額等の状況
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③ 技能労務職

参考

職員数
平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

(Ａ：上段)
平均年齢

対応する
民 間 の
類似職種

平均年齢
平均給与
月　　額
（Ｂ）

Ａ/Ｂ

387,616円

348,026円

406,211円

354,727円

326,279円

318,916円

333,879円

310,880円

383,277円

307,290円

391,360円

357,218円

1,703人 294,567円 337,907円 51歳4ヵ月 － － － －

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ)

Ｃ/Ｄ

－ － －

6,508,200円 4,376,300円 1.49

5,304,385円 3,297,300円 1.61

3,438,100円 0.00

5,610,568円 3,481,800円 1.61

5,973,777円 3,307,700円 1.81

区分

公　務　員 民　　間

大田区 346人 284,650円 54歳2ヵ月 － － － －

うち
清掃職員

242人 288,577円 52歳1ヵ月
廃棄物処理
業従業員

47歳9ヵ月 314,900円 1.29

うち
用務

35人 264,337円 60歳8ヵ月 用務員 49歳2ヵ月 244,800円 1.33

うち
学校給食
員

0人
飲食物調
理従事者

44歳9ヵ月 261,900円 0.00

59歳7ヵ月 251,000円 1.53

うち
守衛

3人 259,067円 60歳6ヵ月 警備員 51歳0ヵ月

50歳4ヵ月 － －

255,600円 1.31

うち
自動車運
転手

4人 254,075円 60歳8ヵ月
自家用自動
車運転手

 うち 自動車運転手

－ －

国

区分

参　考

年収ベース（試算値）の比較

東京都 1,189人 289,995円

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和３年～令和５年の３ヵ年平均）

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい
　て完全に一致しているものではありません。

※　年収ベースの「公務員（Ｃ)」及び「民間（Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍
　したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支
　給された年間賞与の額を加えた試算値です。

大田区

 うち 清掃職員

 うち 用務

 うち 学校給食員

 うち 守衛
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④ 教育職（指導主事、社会教育主事）

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

419,580円 611,147円 43歳8ヵ月

区    分

大  田  区

308 285

515

292

420420
388

942

381

611

30

33

36

39

42

45
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63

0

100
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300
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600

700

800

900

1,000

行政職 技能職 医療職

（医 師）

（歯科医師）

医療職

（看護師）

（保健師）

教育職

（指導主事）

(社会教育主事)

年齢金額（千円）
大田区の職種別対比

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

43歳8ヵ月

40歳10ヵ月

54歳2ヵ月

63歳1ヵ月

39歳5ヵ月
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【例：行政職給料表（一）】

職務の級 １級 ２級 ４級 ６級

 主な構成職層 係員 主任 課長補佐 部長

 号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

 １ 177,400 231,500 276,700 379,400

 ２ 178,500 232,400 278,600 382,000

 ３ 179,600 233,300 280,500 384,600

 ４ 180,800 234,300 282,400 387,200

 ５ 182,000 235,300 284,400 389,900

 ６ 183,200 236,400 286,300 392,600

 ７ 184,400 237,500 288,200 395,300

 ８ 185,600 238,600 290,200 398,100

 ９ 186,800 239,800 292,200 400,900

（中　略）

 １２０ 314,100 357,200 427,400

 １２１ 314,400 357,600 427,800

給料月額

266,300

314,600

319,200

321,500

３級

係長

給料月額

254,100

255,500

256,900

310,100

403,600

404,000

５級

課長

259,800

261,400

263,000

264,600

312,400

 医療職給料表(二)
 栄養士、診療放射線、歯科衛生(歯科衛生士)
 検査技術

上
位
の
号
給
　
→ 316,900

303,500

305,700

307,900

258,300

　◆級（給料表の横軸）　　給料表には「級」が設定されています。職員は級別職務分類表に従
　　　　　　　　　　　　い、職務内容と職責に応じて、いずれかの級に格付けられています。

　技能系

 技能Ⅰ（自動車運転・介護指導）
 技能Ⅱ（警備）
 技能Ⅲ（調理・用務）
 技能Ⅴ（自動車運転Ⅱ）
 技能Ⅵ（作業Ⅲ）

　業務系
 業務（一般業務）、
 事務(業務）

 行政職給料表(二)

 医療職給料表(三)  保健師、看護師

　福祉系  福祉（福祉・保育士・児童指導）、心理

　一般技術系
 土木造園（土木・造園）、建築、機械、電気
 衛生監視（食品衛生監視・保健衛生監視）
 学芸研究（学芸員）

 行政職給料表(一)

イ．給料表の仕組み

　医療技術系

 医療職給料表(一)  医師

上位の級　→

① 給料表のあらまし

ア．給料表の種類

　　職員の給料月額は給料表の級号給を適用することで決定します。大田区では職種によ
  り、５種類の給料表があります。

　事務系  事務（一般事務・ICT）、法務、社会教育

給料表名称 職種区分 適用される職種（職務名）

　◆号給（給料表の縦軸）　給料表には「号給」が設定されています。これは同一の職務内容と
　　　　　　　　　　　　職責であっても、経験を重ねるにしたがって熟練の度合いが増すこと
　　　　　　　　　　　　を考慮して、給料月額が増加する仕組みとなっています。

（６）給料表の仕組み・初任給の状況

昇 格

昇

給
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大学卒

高校卒

高校卒

249,682円 276,625円

③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

312,060円

区分

　一般行政職

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

　経験者採用（２級職）

試験（選考）区分

　行政職：行政職給料表（一）適用（事務系、福祉系、一般技術系）

　Ⅰ類（大学卒程度）

　Ⅱ類（短大卒程度）

　Ⅲ類（高校卒程度）

級・号給

１級29号給

192,000

採用２年経過後
給　料　月　額

250,800円

375,369円

　Ⅰ類（大学卒程度）

１級17号給

　技能労務職

１級29号給

282,450円 330,327円

　技能労務職：行政職給料表（二）適用

　技能Ⅲ（例：用務・調理）

220,000

281,900

226,400

212,600

　医療職：医療職給料表（三）適用（保健師）

　Ⅰ類（大学卒程度）

（注）　採用２年経過後給料月額は、２年間勤務成績が良好と決定された場合の給料月額です。

198,000

　経験者採用（１級職）

182,300

235,100

267,700

１級５号給

１級45号給

２級29号給

182,000

244,400

初任給

給料月額

220,000

173,200

231,100

１級16号給

226,300

　教育職：行政職給料表（一）適用（社会教育）

226,400

１級25号給

　◆職種別の初任給

② 初任給の決定

　　初任給は、職種、試験（選考）区分を基本に、学歴・免許・経験年数・年齢等を考慮し
  て決定します。試験（選考）区分の基準以上の学歴や職務経験がある場合には、経歴の種
  類や職務との関係に応じて経験年数に換算して加算した号給に決定します。
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　令和７年４月１日現在の大田区の給与条例に基づく給料表ごとの職員数です。

① 行政職給料表(一)

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

係員 1,500

（内、再任用短時間） (11)

計 1,500

主任 1,130

（内、再任用短時間） (51)

計 1,130

係長・担当係長 381

（内、再任用短時間） (5)

室長・所長・館長・園長・副園長 72

主査 281

（内、再任用短時間） (32)

計 734

課長補佐 236

（内、再任用短時間） (4)

所長・館長・園長 12

計 248

課長・担当課長・次長 95

館長・所長 23

副参事 19

計 137

部長 22

参事 6

計 28

合計 3,777 100%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内訳 職制上の段階合計

係
員

２級 主任の職務 1,130 29.9% 1,130 29.9%
主
任

１級 係員の職務 1,500 39.7% 1,500 39.7%

係
長
級

４級 課長補佐の職務 6.6% 248 6.6%

課
長
補
佐

３級 係長、担当係長又は主査の職務 19.4% 734 19.4%734

248

課
長
級

６級 部長、担当部長又は参事の職務 0.7% 28 0.7%
部
長
級

５級
課長、担当課長又は副参事の
職務

3.6% 137 3.6%137

28

（７）等級及び職制上の段階ごとの職員数
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（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技能１級職 74

（内、再任用短時間） (2)

計 74

技能主任 245

（内、再任用短時間） (19)

計 245

技能長・担当技能長 48

（内、再任用短時間） (3)

計 48

統括技能長 5

計 5

合計 372 100%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

技
能
１
級
職

２級 技能主任の職 245 65.9% 245 65.9%

技
能
主
任

１級 係員の職務 19.9% 74 19.9%74

技
能
長

３級 技能長又は担当技能長の職務 48 12.9% 48 12.9%

1.3%

統
括
技
能
長

5４級 統括技能長の職務 1.3% 5
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（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

担当係長 0

計 0

課長 1

副参事 1

計 2

所長 1

参事 0

計 1

合計 3 100%

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

係員 14

計 14

主任 3

（内、再任用短時間） (2)

計 3

係長・担当係長 16

（内、再任用短時間） (1)

主査 3

計 19

課長補佐 7

計 7

課長 0

計 0

合計 43 100%

課
長
級

５級
課長、担当課長又は副参事の
職務

0 0.0% 0 0.0%

係
長
級

４級 課長補佐の職務 7 16.3% 7 16.3%

課
長
補
佐

３級 係長、担当係長又は主査の職務 19 44.2% 19 44.2%

係
員

２級 主任の職務 3 7.0% 3 7.0%
主
任

１級 係員の職務 14 32.6% 14 32.6%

部
長
級

④ 医療職給料表(二)

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

３級 部長、担当部長又は参事の職務 1 33.3% 1 33.3%

係
長
級

２級
課長、担当課長又は副参事の
職務

2 66.7% 2 66.7%
課
長
級

１級 係長、担当係長又は主査の職務 0 0.0% 0 0.0%

③ 医療職給料表(一)

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階
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（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

係員 82

（内、再任用短時間） (1)

計 82

主任 36

計 36

係長・担当係長 16

主査 13

計 29

課長補佐 5

（内、再任用短時間） (1)

計 5

課長 1

所長 1

計 2

合計 154 100%

（参考）指導主事

課
長
級

５級
課長、担当課長又は副参事の
職務

2 1.3% 2 1.3%

係
長
級

４級 課長補佐の職務 5 3.2% 5 3.2%

課
長
補
佐

３級 係長、担当係長又は主査の職務 29 18.8% 29 18.8%

係
員

２級 主任の職務 36 23.4% 36 23.4%
主
任

１級 係員の職務 82 53.2% 82 53.2%

⑤ 医療職給料表(三)

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

給料表（行政職給料表（一、二）、医療職給料表（一、二、三））ごとに、等級別の職員数を

公表しています。

行政系人事制度の改正に伴い、平成30年４月１日から、特別昇格（級格付）制度により職務の

等級より上位の級に格付けられた者はいなくなりました。

なお、給料表適用外の次の職員を除いています。

○会計年度任用職員、○特別職、○他団体からの派遣職員

ポイント

校
長

副
校
長

主
幹
教
諭

・

指
導
教
諭

主
任
教
諭

教
諭

実
習
助
手
等

合
 
 
計

6級 5級 4級 3級 2級 1級

2人 3人 3人 0人 0人 0人 8人

25.0％ 37.5％ 37.5％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0%

標
準
的
な

職
務
内
容

指導主事

級

職員数

構成比
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１級
２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級
計

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年 1年前 5年前

構成比
一般行政職における構成比の推移

5級 5.5%

6級 1.1%

5級 5.6%

6級 1.1%

3級
20.3%

2級
23.5%

1級
41.4%

3級

20.4%

2級
22.6%

5級  6.5%

4級 6.8%

3級
22.2%

2級
24.0%

1級

39.5%

4級  8.2%
4級 8.4%

1級
41.9%

6級 1.0%
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① 昇給制度（平成18年度からの新制度）のあらまし及び勤務成績との関係

② 昇給の加算と抑制

　ア　加算（昇給の号給を加算する）

　イ　抑制（昇給の号給を抑制する）

　　同一級内で現に受けている号給より上位の号給に決定することを「昇給」といいます。平
　成18年度から昇給制度の抜本的見直しが実施され、勤務成績に応じて５段階（昇給なしを含
　む）の区分を設け、昇給の時期は、４月１日に統一されました。

管理職員 一般職員

昇給号数昇給区分
（勤務成績）

　　令和２年度には、メリハリのある昇給制度を推進するため、Ａ区分の加算号数を８号昇給
　とし、一般職員におけるＤ区分の加算号給を２号昇給に変更しました。

　　下記の昇給区分は毎年１月１日を評定基準日として実施される人事評価の結果等を基にし
　て決定されます。

　　しかし、区政課題実現のためには部局を超えての連携が必要であり、新たな課題への取り
　組みや機動的な対応といった高い組織力が求められることから、限られた一部の職員に対し
　てのみ大きな昇給号数を与えるのではなく、チームに貢献した職員を広く評価し、組織力の
　向上を図ることを目的とするため、令和４年度にＡ区分の加算号数を６号昇給に変更しまし
　た。

Ａ　極めて良好

Ｂ　特に良好

Ｃ　良好（標準）

Ｄ　やや良好

Ｅ　良好でない

６号

昇給なし

６号

５号 ５号

４号 ４号

２号 ２号

昇給なし

　　勤務成績に応じた昇給号数に、次の加算・抑制等を行って最終的な昇給号数を決定します。

　　・隔遠地加算：遠方の勤務地に赴任した場合、赴任した翌年度の昇給日に１号、それ以降
　　　　　　　　　２昇給日につき１号加算します（通算４号を限度）。なお、加算の効果
　　　　　　　　　は、それぞれ加算を行った年度の３月３１日をもって終了します。

　　・既格付者昇任加算：特別昇格（級格付け）により、過去に上位の級に格付けられていた
　　　　　　　　　　　  者が昇任した場合に加算します。

　　・欠勤抑制：病気休暇、私事欠勤等をした場合に、その日数に応じて昇給号数を抑制しま
　　　　　　　　す（１号から４号の抑制）。

　　・処分抑制：昇給日の前日から１年以内に懲戒処分を受けた場合、昇給号数を抑制します
　　　　　　　　（戒告・減給は３号、停職は４号抑制）。

　　・年齢抑制：職員が55歳（行政職給料表（二）、医療職給料表（一）の適用を受ける職員
　　　　　　　　は57歳）に達した場合、昇給号数を抑制します（４号の抑制）。

（８）昇給のしくみと実績
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③ 昇給の実績

④ 昇格の概要と種類

　　　

 比率（ｃ／ａ）

 昇給区分がＤ・Ｅ
 と判定された職員
 数(ｄ)

24人 4人 20人

63.2% 55.6% 63.6%

　　　　　２）懲戒処分を受けた者で、昇給区分が調整された者

　　　　２　ｂ欄には、勤務成績等に応じて昇給区分が「Ａ　極めて良好」（６号昇給）
　　　　　　・「Ｂ　特に良好」（５号昇給）と判定された職員数を掲載しています
　　　　　　（標準は「Ｃ　良好」で４号昇給）。

 比率（ｄ／ａ） 0.7% 2.5% 0.6%

（注）　１　ａ・ｂ欄とも一般職の職員から、下記を除いた者を対象にしています。

　　　　　１）昇給判定期間（１月１日～12月31日）の全ての期間を勤務していない者

1,135人

 比率（ｂ／ａ） 36.1% 41.9% 35.8%

 昇給区分がＣ
 と判定された職員
 数(ｃ)

2,103人 89人 2,014人

区分 合計 管理職員 一般職員

　　　　なお、この制度は、職務内容・職責と給料表の関係をあいまいにするなどの問題
　　　があることから、行政系は平成19年度、技能系は平成23年度をもって廃止されまし
　　　た。

　ア　昇任に伴う昇格
　　　　昇格は、原則として昇任をともなって行われます。
　　　　（例　行政職給料表（一）の主任から係長に昇任する場合、職務の級は２級から
　　　　　　　３級に昇格します。）

　イ　級格付（特別昇格）
　　　　級格付（特別昇格）は、給与条例に基づく級別資格基準表の資格基準を満たす者
　　　から、その職務内容、経験及び勤務成績等を総合的に判断して、選考により適任者
　　　を昇格させるものです。区における級格付けは、選考によるものであり、一定年齢
　　　になれば全員が一斉に昇格するものではありません。
      　（例　技能主任（２級）のうち、定められた年齢、経験年数を有する者について、
　　　      　勤務評定等に基づく選考により、一定割合の者が３級に昇格します。）

　　職員の職務の級をその上位の級に決定することを「昇格」といいます。昇格にあたって
　は、昇格前の号給に対応した、上位の級の号給に決定します。

【昇格時の号給決定の方法】

【昇格の種類】

　　原則として昇格前の号給を基に、特別区人事委員会が定める「昇格時対応号給表」を
　適用して、昇格時に給料月額が一定程度加算された号給に決定します。

令
和
７
年
度

 職員数（ａ） 3,329人 160人 3,169人

 昇給区分がＡ・Ｂ
 と判定された職員
 数(ｂ)

1,202人 67人
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（令和７年４月１日現在）

支給率
１期の
手当額

区    分 報　酬　等　月　額 地域手当

退職手当

期末手当
支給率

給 料

区  長 1,168,600円

給料月額の
12％

475/100 22,203,400円 ６月期　1.995月分

副区長 937,800円 345/100 12,941,640円 12月期　1.995月分

常勤監査 632,600円 220/100 5,566,880円

教育長 839,000円 270/100 6,795,900円 年度計　3.99月分

副議長 792,800円

議  員 619,600円 年度計　4.22月分

・　退職手当の額は、退職時の給料月額×勤続年数×上記の支給率により算出されます。
　上表の「１期の手当額」は、令和７年４月１日現在の給料月額及び支給率で１期（区長・副区長・常勤
  監査は４年、教育長は３年）勤めた場合の額です。

・　期末手当の額は、給料及び地域手当の月額又は報酬月額に一定の加算をし、上記の支給率を乗じた額
　となります。

　　［加算］　　区長等　　（給料＋地域手当）×20／100＋給料×25／100
　　　　　　　　議長等　　報酬月額×45／100

　議会の議員の報酬の額や、区長等の給料の額は、区長が諮問する大田区特別職報酬等審議会に
おいて審議され、その意見を聞いたうえで区長が条例を議会に提出、議決をもって決定されま
す。

報 酬

議  長 939,800円
６月期　2.110月分

12月期　2.110月分

（９）特別職の報酬等

ポイント
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① 支給率の比較

令和６年度支給割合

2.50 月分 1.40 月分 2.35 月分 1.15 月分

2.50 月分 1.40 月分 2.35 月分 1.15 月分

2.50 月分 1.40 月分 2.10 月分 1.00 月分

※　再任用職員とは、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を指します。

　　諸手当の制度概要は令和７年度の大田区の規定によりますが、支給実績等は令和６年度
　決算に基づいたもので、再任用職員の分を含んでいます。

期　末　手　当 勤　勉　手　当

一般職員 再任用職員※ 一般職員 再任用職員※

大 田 区

東 京 都

国

・　大田区における管理職員の期末手当は2.15月分（再任用職員※は1.225月分）、勤勉手当は2.70
　月分（再任用職員※は1.325月分）です。

（１）期末・勤勉手当

2.6 2.6 2.6 2.6 2.55 2.4 2.4 2.4 2.5

1.8 1.9 1.9 2.05 2.05
2.05 2.15 2.25

2.35

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

28 29 30 元 2 3 4 5 6

率(月分)

年度

区の支給率の推移

期末 勤勉

4.85
4.40 4.50 4.654.50 4.60 4.554.45 4.65
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② 区の給料表における職務段階別加算等の状況

ア 職 務 段 階 別 加 算

加算率 20% 15%

行政職
（一）

６級の
部長級

５級の
課長級

医療職
（一）

３級の
部長級

２級の
課長級

医療職
（二）

－
５級の
課長級

医療職
（三）

－
５級の
課長級

課長級　15％

（参考）都と国における、職制上の段階、職務の級等による加算措置

      ・職務段階別加算 3～20%

      ・管理職加算 15～25%

      ・役職加算 5～20%

      ・管理職加算 10～25%

　支給
される

３級の技能長

（令和７年４月１日現在）

10% 8% 6% 5%

 ２級の主任

４級の課長補佐 ３級の係長級 －  ２級の主任

行政職
（二）

－ － －
４級の統括技能

長

 イ 管 理 職 加 算 部長級　20％

 ２級の技能主任

－
 １級の医歴
 ５年以上

－ －

４級の課長補佐 ３級の係長級 －

４級の課長補佐 ３級の係長級 －  ２級の主任

都 の 制 度

国 の 制 度

29人, 0.67%

141人, 3.24%

260人, 5.98%

787人, 18.10%

48人, 1.10%

1,416人, 32.56%

1,668人, 38.35%

加算率別人数の内訳

20%

0%

5%

6%

10%
15%

8%
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③ 支給実績（令和６年度決算）

④ 勤勉手当への勤務実績の反映状況

職員１人当たり平均支給年額

7,904,343千円 1,831千円

上位

中位 10000／10000

下位

支 給 実 績
（令和６年度決算）

支 給 総 額

9750／10000

最下位 9500／10000

※　管理職員は、勤勉手当額に500／10000を乗じた額、課長補佐・係長・主査は、勤勉手当額に
　200／10000を乗じた額、主任・統括技能長・技能長は、勤勉手当額に100／10000を乗じた額、
　係員・技能主任は、勤勉手当額に50／10000を乗じた額を、技能1級職は、勤勉手当額に
　25／10000を乗じた額を一律に拠出します。

　　最上位と上位の成績率は、成績段階が下位及び最下位の者が拠出する額と上記の一律拠出額
　を加えた額に平成24年６月分から扶養手当相当分を加えた額を原資として上位と最上位の者に
　再配分して算出します。

　勤勉手当は、勤務成績に応じた一定の割合を乗じた上で支給額を決定します。
　この割合を成績率といい、これまで幹部職員にのみ適用してきましたが、平成20年度
からは一般職員にも適用することとしました。
　勤務成績は５段階の成績段階に区分し、次表のとおり成績率を適用します。

勤務成績
（成績段階）

成績率

最上位
支給の都度決定
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① 管理職手当

② 初任給調整手当

③ 地域手当

（令和７年４月１日現在）

支給実績
（令和６年度決算）

727,339円3,147,923千円

支給対象
職員

1人

4％

4,327人

※　特別区内から支給率の低い地域へ異動となった場合、当該異動日から２年を経過するまでの
　間、特別区内の支給率を用いるよう定められています。

支給職員１人当たり
平均支給年額

20.0%

　科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易にするため、民間における賃金
との較差等を考慮して設けられた手当です。

　区が現在支給している対象者は医療職給料表(一)の職にある医師・歯科医師で、手当
の額は最高月額26万8,500円、支給期間は最長40年間となっています。

支給総額

6,081千円

支給対象
地域

1,520,250円

支給職員１人当たり
平均支給年額支給実績

（令和６年度決算）

　特に民間賃金や物価が高い地域に勤務する職員に対して支給される手当です。

　支給額は、給料月額、管理職手当及び扶養手当の合計に、職員が在勤する地域の区分
に応じて定められた率を乗じた額となっています。

特別区内に
勤務する職員

館山さざなみ学校
に勤務する職員

（千葉県館山市）

20.0%

国の制度
（支給率）

支給率

　管理・監督の地位にある職員について、職務の困難性、責任の重要性などを有するこ
とから、その特殊性に基づいて支給される手当です。
　手当の額は職に応じて、66,500円から142,400円となっています。

支給総額

203,792千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

1,144,899円

支給実績
（令和６年度決算）

4％ ※

支給総額

（３）その他の手当
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④ 扶養手当

 
（令和７年４月１日現在）

ⅰ

ⅱ

ⅲ

⑤ 通勤手当

⑥ 単身赴任手当

その他の扶養親族 6,000円 6,500円

　令和６年度の支給実績はありません。

支給総額支給実績
（令和６年度決算）

　支給される基礎月額は30,000円で、職員と配偶者との住居間の交通距離が100ｋｍ以上
の場合、距離に応じて6,000円から14,000円が加算されます。（通勤困難基準は国制度の
場合は、片道60ｋｍ以上です。また、国制度は距離に応じて30,000円から100,000円加算
されます。）

※　扶養親族たる子のうち16歳から22歳までの子に対し、１人につき月額4,000円が加算されま
  す。（国の加算は5,000円です。）

207,819千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

　交通機関利用者については６か月定期券等相当額を、交通用具使用者については距離
に応じて月額2,600円から13,000円の６か月分を、年２回（４月､10月）一括支給していま
す。ただし最高限度月額は55,000円となっています。

186,218円

（交通用具使用者についての国制度は月額2,000円から31,600円となっています。）

492,192千円

　扶養親族を有する職員に対して支給される手当です。扶養親族とは、配偶者、子供、
父母等で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者をいいます。

129,150円

支給実績
（令和６年度決算）

支給総額

支  給  要  件

支給職員１人当たり
平均支給年額

　人事異動等により、異動前の住居からの通勤が困難となった職員が転居し、やむを得
ない事情により配偶者と別居し単身で生活することを常況とすることとなった場合に支
給される手当です。（通勤困難の基準は片道80ｋｍ以上です。）

子

配偶者等

手当の額

9,500円

4,000円

扶養認定収入限度額

130万円未満

国の手当額

11,500円

3,000円
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⑦ 住居手当

（令和７年４月１日現在）

 基本額

 加算額 27歳まで

28から32歳まで

 国の制度

※ 国の支給要件は区と異なります。

⑧ 寒冷地手当

  11月から翌３月までの各月の初日に、任命権者が特別区人事委員会の承認を得て定め
た寒冷な地域に在勤する職員に支給される手当です。
　令和６年度の支給実績はありません。

　ⅳ 職員住宅等の公舎等に入居していないこと

支給職員１人当たり
平均支給年額

　ⅲ 居住する住宅の賃貸借契約者が本人又は世帯員であること

　手当の額は、下記のとおりとなっており、年度末の年齢に応じて加算されます。

　ⅱ 主としてその収入によって、その世帯の生計を支えていること

家賃額に応じ28,000円を限度 家賃額に応じ14,000円を限度

　ⅰ 独立した世帯を形成していること 

4,700円（合計8,800円）9,300円（合計17,600円）

18,700円（合計27,000円）

支給総額

自らが居住するための
住宅

単身赴任者の配偶者等が
居住するための住宅

　世帯主又は世帯主に準ずる職員のうち、自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000
円以上の家賃を支払っているもので、原則として以下のⅰからⅳの要件を全て満たす場合
に支給されます。

164,970円

支給実績
（令和６年度決算）

4,100円8,300円

9,400円（合計13,500円）

165,960千円
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⑨ 超過勤務手当、休日給、夜勤手当

⑩ 宿日直手当

（令和７年４月１日現在）

　児童福祉法第７条
　に規定する児童福
　祉施設に勤務する
　職員が行う入所者
　の生活介助等のた
　めの勤務

1回に
つき

５時間以上
の場合

6,200円 7,800円

５時間未満
の場合

3,100円 3,900円

通常の日から
始まる宿日直

　超過勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられて勤務した場合な
どに支給される手当です。支給額は、勤務１時間当たり給与額×支給割合（時間帯等に
応じて125/100～160/100）×超過勤務時間数により算出します。月の超過勤務時間数が
60時間を超えた場合、超えた時間数の支給割合に25/100が加算されます。

５時間以上
の場合

1回に
つき

年末年始の日から
始まる宿日直

　宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給される手当です。

６年度

257,223円

決算年度

支給実績
５年度

　休日給は、休日（国民の祝日、年末年始等）において、正規の勤務時間中に勤務した
場合に、その実働時間に対して支給される手当です。ただし、代休日を取得した場合に
は支給されません。正規の勤務時間を超えた部分については、超過勤務手当が支給され
ます。

　夜勤手当は、正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間）に
勤務することを命ぜられ、現に勤務した場合に、その間に勤務した休憩時間を除く実働
時間に対して支給される手当です。

　夜勤手当の支給額は、勤務１時間当たり給与額×25/100×深夜勤務時間数により算出
します。

職員１人当たり
平均支給年額

8,900円 11,200円

1,018千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

25,438円

　大田区職員の災害
　警戒態勢に関する
　宿日直勤務規程に
　よる勤務

※　年末年始の日とは、１月１日から同月３日までの日及び12月29日から同月31日までの日をい
　い、通常の日とは、それ以外の日をいいます。

支給実績
（令和６年度決算）

1,234,066千円

1,131,266千円

支給額

　休日給の支給額は、勤務1時間当たり給与額×135/100×勤務時間数により算出します。

支給総額

支給総額

勤務区分 単位

282,072円

勤務時間

５時間未満
の場合

4,450円 5,600円
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⑪ 管理職員特別勤務手当

勤務１回につき支給される額
（令和７年４月１日現在）

⑫ 災害派遣手当

（令和７年４月１日現在）

　令和６年度の支給実績はありません。

公用の施設、又はこれに
準ずる施設に滞在する場合

 30日を超え60日以内

その他の施設に
滞在する場合

一日につき

6,620円

5,870円3,970円

3,970円 30日以内

部長級

統括課長

課長級
5,000円

　災害対策基本法の規定により、災害応急対策又は災害復旧のために、自己の住まいを
離れて大田区に派遣された職員に支給される手当です。

10,000円

　管理職手当の支給対象である管理職員が、臨時、緊急又はその他公務の運営の必要に
より、週休日又は休日に勤務した場合および災害への対処その他の臨時又は緊急の必要
により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間にあって正規の勤務時間以外
の時間に勤務した場合に支給される手当です。ただし、任命権者が休日の勤務に替えて
他の日の勤務を免除した場合には、支給されません。

区    分
勤務時間６時間以下

週休日等

3,970円 60日超

18,000円12,000円

5,140円

滞在する期間

一日につき

6,000円

週休日等以外
勤務時間６時間超

15,000円

支給実績
（令和６年度決算）

支給総額
支給職員１人当たり

平均支給年額

395千円 14,107円
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① 支給率の国との比較（各年度４月１日現在）

自己都合 定年等 自己都合 定年等 自己都合 定年等 自己都合 定年等

３ 18.00 24.55 28.00 32.95 39.75 47.70 39.75 47.70

４ 18.00 24.55 28.00 32.95 39.75 47.70 39.75 47.70

５ 18.00 24.55 28.00 32.95 39.75 47.70 39.75 47.70

６ 18.00 24.55 28.00 32.95 39.75 47.70 39.75 47.70

７ 18.00 24.55 28.00 32.95 39.75 47.70 39.75 47.70

３ 19.6695 24.586875 28.0395 33.27075 39.7575 47.709 47.709 47.709

４ 19.6695 24.586875 28.0395 33.27075 39.7575 47.709 47.709 47.709

５ 19.6695 24.586875 28.0395 33.27075 39.7575 47.709 47.709 47.709

６ 19.6695 24.586875 28.0395 33.27075 39.7575 47.709 47.709 47.709

７ 19.6695 24.586875 28.0395 33.27075 39.7575 47.709 47.709 47.709

　区職員や国家公務員の退職手当の額は、退職日給料月額×支給率＋退職手当調整額
により算出されます。

区

国

年度

（単位：月分）

最高限度勤続20年 勤続25年 勤続35年

（４）退職手当

0
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35

40

45
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60

0年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年

支給率

勤続年数

令和７年４月１日現在

区 自己都合 区 定年退職等

国 自己都合 国 定年退職等
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② 加算措置等

国

③ 退職手当の調整額

④ １人当たり平均支給額

※各年度に退職した、特別職を含む職員（全職種）に支給された平均額です。

　　　定年退職等の中には、勧奨退職、死亡退職、傷病退職を含んでいます。

　　　退職手当支給率および調整額の改正

　　　平成30年４月から退職手当の基本額について支給率を引き下げ、退職手当の調整額に
    ついて職務、職責に応じた貢献度をより一層反映できるよう一部の職層についてポイン
    トを引き上げ、調整額を拡充する制度に見直しました。

2,285千円 20,014千円

20,257千円1,949千円

支給年度

２年度

３年度

４年度

５年度

６年度

　職務・職責に応じ、0～400ポイント

　１ポイントあたり1,000円

自己都合

2,730千円

2,893千円

1,657千円

定年退職等

20,442千円

20,318千円

20,468千円

退職手当の調整額＝評価期間におけるポイントの合計点数×調整額単価

基礎在職期間のうち、退職年度を含む退職前20年間

区
 １　公務上の死亡等  ８号給

 整理退職等  ４号俸

加算措置 退職時の特別昇給

評価期間

　１年度当たりのポイント

 定年前早期退職特例措置  2～45％加算

　調整額単価

 ２　１に準ずる場合  ４号給
 定年前早期退職特例措置  2～20％加算

ポイント

用語説明
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年度

給料表
　給料表の引き上げ改定(2.89%）（６年４月実施）
　初任給について、国や民間企業における初任給の動向等を踏まえて引上げ、若年層の職
員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ改定

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.2月分引上げ（4.65月分→4.85月分　引上げ分については、期末手当
及び勤勉手当に均等に割り振る）(６年12月支給分から適用（６年６月分の差額を含め支
給））

扶養手当
　配偶者等に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引上げ
　・配偶者等：6,000円→廃止　・子：9,000円→10,500円
　（７年４月から３年間で段階的に実施）

会計年度任用職員に係る期
末・勤勉手当

　常勤職員の期末・勤勉手当引上げを踏まえ、年間の支給月数を0.2月分引上げ（4.65月分
→4.85月分　引上げ分については、期末手当及び勤勉手当に均等に割り振る）(６年12月支
給分から適用（６年６月分の差額を含め支給））

医師及び歯科医師に係る初
任給調整手当の見直しにつ
いて

　東京都との均衡等を踏まえ、最高限度額及び手当額を見直し（６年４月から適用）
　大学卒業後40 年を超えた職員についても、特別の事情があると認められるものは、実際
に手当を支給される期間が40年を超えない範囲内において、手当の支給を可能とする（７
年４月から適用）。

特殊勤務手当
　災害時応急作業手当について、大田区以外の被災地に派遣され災害応急対応等に従事し
た職員又は被災者に対し対面で支援する業務に従事した職員を支給対象に加える（支給額
は、該当業務に従事した１日につき800円。７年４月実施）。

給料表
　給料表の引き上げ改定(0.98%）（５年４月実施）
　初任給について、国や民間企業における初任給の動向等を踏まえて引上げ、若年層の職
員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ改定

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.1月分引き上げ（4.55月分→4.65月分　引き上げ分については、一般
職員は勤勉手当に、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に割り振る）(５年12月支給分
から適用（５年６月分の差額を含め支給））

会計年度任用職員に係る勤
勉手当の導入について

　原則として任期が６か月以上の会計年度任用職員に支給する。
　支給月数は、常勤職員（一般職員）と同様とする。
　成績率の段階は、最上位、上位、中位、下位及び最下位の５段階評価とする。
　勤勉手当を支給する会計年度任用職員から一律拠出を行い、さらに、下位・最下位者か
ら一定額を拠出し、それらを原資として成績上位者に再配する。
　令和６年度・令和７年度に限り、成績率の段階のうち下位・最下位者の分布率及び一律
拠出割合を０パーセントとする。

会計年度任用職員に係る給
与の改定時期の見直しにつ
いて

　常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与の改定時期について
は、任期が３か月以内の者等を除き、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じる

会計年度任用職員に係る期
末手当支給月数の取扱いに
ついて

　令和５年度に限り、常勤職員に係る特別給の改定月数と同月数を上乗せする特例措置を
実施することとし、令和５年12月に支給する期末手当の支給月数を1.3月とする

配偶者同行休業に伴う代替
職員の給与制度

　任期付採用は、任期の定めのない職員と同様とする。ただし、昇格は実施しない
　臨時的任用は、任期の定めのない職員と同様とする。ただし、昇格・昇給は実施しない

地方公務員の育児休業等に
関する法律に基づく部分休
業期間の補完を目的とした
休暇に係る給与上の取扱い

　地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的とした休暇の
取得によって、給与を支給しない（各区における本休暇制度の導入日から適用）
　地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的とした休暇の
取得によって、昇給を抑制としない（各区における本休暇制度の導入日から適用）
　期末手当は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的
とした休暇の取得時間を７時間45分をもって１日と換算し、その３分の１の期間を欠勤等
日数として算定（各区における本休暇制度の導入日から適用）
　勤勉手当は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的
とした休暇の取得日数が30日を超える場合、７時間45分をもって１日と換算し、その３分
の２の期間を欠勤等日数として算定（各区における本休暇制度の導入日から適用）
　退職手当の在職期間から除算しない（各区における本休暇制度の導入日から適用）
　退職手当のポイントは調整しない（各区における本休暇制度の導入日から適用）

　職員の給与については、社会経済状況の変化や特別区人事委員会の勧告などを踏まえ、その制度及び運
用について、毎年度見直しを行っています。その主なものは次のとおりです。

給与改定・適正化等のあらまし

6

5

３ 給与改定・適正化等の状況
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年度 給与改定・適正化等のあらまし

給料表
　給料表の引き上げ改定(0.24%）（４年４月実施）
　初任給について、国や民間企業における初任給の動向等を踏まえて引上げ、初任給の引
上げを踏まえ、若年層の職員にも一定の改善が及ぶよう改定

期末・勤勉手当

　年間の支給月数を0.1月分引き上げ（4.45月分→4.55月分　引き上げ分は勤勉手当に割り
振る）(４年12月支給分から適用（４年６月分の差額を含め支給））
　３月期の期末手当を廃止し、６月期及び12月期の期末手当の支給月数が均等なるよう配
分（５年４月実施）

高齢者部分休業に係る給与
の取扱い

　高齢者部分休業の取得によって、給与を支給しない（５年４月から適用）
　高齢者部分休業の取得によって、昇給を抑制しない（５年４月から適用）
　期末手当は、高齢者部分休業の取得時間を７時間45分をもって１日と換算し、その３分
の１の期間を欠勤等日数として算定（５年４月から適用）
　勤勉手当は、高齢者部分休業の取得を７時間45分をもって１日と換算し、その３分の２
の期間を欠勤等日数として算定（５年４月から適用）
　退職手当の基本額について、高齢者部分休業を取得した２分の１の期間を在職期間から
除算して算定（５年４月から適用）
　退職手当の調整額について、高齢者部分休業を取得した２分の１の期間を除算月数とし
てポイントを算定（５年４月から適用）

育児休業に係る期末手当・
勤勉手当の取扱い

　期末手当及び勤勉手当の算定に当たり、子の出生後57日以内とそれ以外の期間につい
て、それぞれ１か月以下（育児休業の取得が２以上ある場合は、それぞれの期間を合算し
た期間）は欠勤等の期間から除く（４年12月から適用）

職種「事務」職務名「ＩＣ
Ｔ」の給与制度

　職務名「一般事務」と原則同様とする（５年度から実施）

会計年度任用職員等に係る
退職手当支給要件の一部緩
和

　会計年度任用職員等に係る退職手当の支給要件となる月当たりのフルタイム勤務日数に
ついて、月の日数が20日に満たない場合に要件を緩和（条例公布日以後、適用）

パートナーシップ関係に
ある者に係る給与の取扱い

　「配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」を対象
に含む給与制度（扶養手当、住居手当、単身赴任手当、退職手当、通勤手当及び旅費）に
ついて、パートナーシップ関係の相手方を対象に加え、配偶者と同等の取扱いとする（５
年11月から適用）

給料表 　公民較差による例月給与の改定なし

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.15月分引き下げ（4.60月分→4.45月分　引き下げ分は期末手当に割
り振る）(４年３月支給分から適用）

出生サポート休暇に係る給
与の取扱い

　出生サポート休暇を取得した時間の給与を支給する（４年４月から適用）
　出生サポート休暇の取得によって昇給を抑制しない（４年４月から適用）
　出生サポート休暇の取得を期末手当及び勤勉手当の欠勤等日数として算定しない（４年
４月から適用）
　出生サポート休暇の取得は退職手当の除算期間に含めない（４年４月から適用）

定年引上げに係る給与の取
扱い

　定年年齢が65歳に引き上げられることに伴う60歳到達後の給料月額の算出方法の見直し
（60歳に達した日後の最初の４月１日以後、給料月額が７割水準となる。役職定年により
降任した場合は、７割措置後の給料月額に、役職定年調整額が加算される）（５年４月実
施）

昇給

　年齢による昇給の抑制の見直し（業務職給料表適用職員の昇給を４号抑制する時期を57
歳に達した年度の翌年度以降とする）（５年４月実施）（経過措置として、施行日に在職
する業務職給料表適用職員のうち、施行日前に年齢による昇給の抑制を受けていた職員
に、新制度を適用した場合に得られる号給を基礎とする号給調整を行う）（５年４月以降
実施）

給料表 　公民較差による例月給与の改定なし

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.05月分引き下げ（4.65月分→4.60月分　引き下げ分は期末手当に割
り振る）(２年12月支給分から適用）

特殊勤務手当
　感染症予防業務手当について、新型コロナウイルス感染症から区民等の生命及び健康を
保護するために緊急に行われた措置に係る業務に関する特例を措置（支給額は、該当業務
に従事した１日につき4,000円を超えない範囲内。２年１月27日から適用）

給料表 　給料表の引き下げ改定(△0.58%)（２年１月実施）　

期末・勤勉手当

　年間の支給月数を0.15月分引き上げ（4.5月分→4.65月分　引き上げ分は勤勉手当に割り
振る）(元年12月支給分から適用（元年６月分の差額を含め支給））
　技能・業務系職員の勤勉手当の成績率における成績判定区分「統括技能長、技能長、担
当技能長、技能主任」を「統括技能長、技能長、担当技能長」及び「技能主任」に改正

2

元

3

4
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年度 給与改定・適正化等のあらまし

給料表 　給料表の改定見送り（勧告は引き下げ改定（△2.46％））

期末・勤勉手当
　特別給の改定見送り（勧告は年間支給月数を0.1月分引上げ（4.5月分→4.6月分　引き上
げ分は勤勉手当に割り振る））

昇給
　年齢による昇給の抑制の見直し（55歳に達した年度の翌年度以降の昇給において、４号
抑制）（31年４月実施）

扶養手当 　扶養親族の認定に係る収入限度額を見直し（年間140万円未満→年間130万円未満）

　行政系職員の任用制度の改正に伴い、行政系職員の給料表の級構成を再編し、給与水準
についても見直し（30年４月実施）

　給料表の引き上げ改定(0.13%)（29年４月実施）

　業務職給料表の号給の切替えに伴う昇給調整措置の廃止（30年４月実施）

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.1月分引き上げ（4.4月分→4.5月分　引き上げ分は勤勉手当に割り振
る）(29年12月支給分から適用（29年６月分の差額を含め支給））

退職手当
　基本額の最高支給率の引き下げ及び調整額の見直し
　支給制限処分の拡充

扶養手当 　配偶者に係る金額を引き下げ、子に係る金額を引き上げ

給料表 　給料表の引き上げ改定（0.15％）（28年４月実施）

　年間の支給月数を0.1月分引き上げ(4.30月分→4.40月分引き上げ分は勤勉手当に割り振
る)(28年12月支給分から適用（28年6月分の差額を含め支給））

　勤勉手当一律拠出の適用者及び割合の改正 （29年６月支給分から実施）

　勤勉手当の欠勤等日数の算定に当たり、育児休業の承認期間が１か月以下である場合
は、当該期間を欠勤等の期間から除外（29年６月支給分から実施）

介護時間等に係る給与の取
扱い

　介護時間の取得によって、給与を支給しない（29年１月実施）
　介護休暇及び介護時間の取得によって、昇給を抑制しない（30年１月実施）
　介護時間の取得を期末手当の欠勤等日数として算定しない（29年３月支給分から適用）
　介護時間の取得日数が30日を超える場合は１日と換算し欠勤等日数として算定（29年４
月実施）
　部分休業取得日数が30日を超える場合は2/3日と換算し欠勤等日数として算定（29年４月
実施）

　給料表の引き上げ改定（0.35％）（27年４月実施）

　技能・業務系職員の給料表の切替えに伴う昇給調整措置の見直し（毎年の昇給日に適用
する切替調整号数の限度を３号とする）（28年４月実施）

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.1月分引き上げ(4.20月分→4.30月分引き上げ分は勤勉手当に割り振
る)(27年12月支給分から適用（27年６月分の差額を含め支給））

扶養手当
  配偶者以外の扶養親族の額（配偶者を欠く一子の額を除く）を5,500円から6,000円に引
き上げ（27年４月実施）

通勤手当 　通勤手当のうち通勤不便区分及び身体障害者区分の支給額引き上げ（28年４月実施）

旅費制度

　区内旅行（区施設への旅行を除く）で引き続く５時間以上の場合に支給される50円につ
いては、平成28年３月31日をもって廃止
　区外旅行で引き続く５時間以上の場合に支給される200円については、平成29年３月31日
をもって廃止

　給料表の引き上げ改定（0.20％）（26年４月実施）

　地域手当引き上げ分2.0％と同率程度引き下げ（27年４月実施）

　技能・業務系職員の給料表の切替えに伴う昇給調整措置の見直し（残りの切替調整号数
がある者が昇格した場合）（27年４月実施）

地域手当 　18%を20%に改正（27年４月実施）

期末・勤勉手当
　年間の支給月数を0.25月分引き上げ(3.95月分→4.20月分　引き上げ分は勤勉手当に割り
振る)(26年12月支給分から適用（26年６月分の差額を含め支給））

単身赴任手当
　基礎額の引き上げ（月額20,000円→30,000円）、加算額の引き上げ（３区分）
 (27年４月実施）

退職手当
　地域手当の支給割合の見直し等による影響を踏まえ、退職手当の調整額の見直し（27年
４月実施）

給料表

28

26

給料表

期末・勤勉手当

29

30

27

給料表
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年度 給与改定・適正化等のあらまし

給料表 　給料表の引き下げ改定（△0.14％） （26年１月実施）

給与
　勤務１時間当たりの給与額の算出方法の見直し（勤務１時間当たりの給与額に算入する
手当から住居手当を除外） （26年４月実施）

住居手当
　支給対象を借家・借間に居住し、一定額以上の家賃を負担する世帯主等に限定
　また、一定年齢層の職員に加算措置を設ける（26年４月実施）

給料表 　給料表の引き下げ改定（△0.19％）　（25年１月実施）

　基本額の最高支給率の引き下げ及び調整額の見直し
　（27年４月本則適用まで経過措置あり）

　育児休業期間に係る除算割合の見直し
　（全期間において、除算割合を３分の１とした）（25年４月実施）

給料表 　給料表の引き下げ改定(△0.20％)　(24年１月実施)

特殊勤務手当 　清掃業務手当の加算部分の日額200円の廃止（24年４月実施）

給料表 　給料表の引き下げ改定(△0.30％)　(23年１月実施)

期末・勤勉手当 　年間の支給月数を0.2月分引き下げ　(4.15月分→3.95月分に引き下げ)

地域手当 　17%を18%に改正 （23年１月実施）

　月60時間の超過勤務時間の積算の基礎となる勤務時間を見直す。

　月60時間を超える超過勤務に対し、職員からの申出があった場合、超過勤務手当の支
給割合引き上げ分の支払いに代えて勤務を免除する制度（超勤代休時間）を導入
　(23年４月実施)

退職手当
24

23

22

　特殊勤務手当は、従事業務に危険、不快、不健康、その他困難等である事実があり、これが著しく、か
つ恒常的である場合に支給される手当です。（現行制度は61頁参照）

25

超過勤務手当

　特別区人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与の構造改革にも着手し、職員の士気を保ちつつも年功的
な給与上昇を抑制し、能力・業績・職責に応じた人事・給与制度への転換を進めています。（人事委員会
勧告については、40頁・124頁を参照）

ポイント

用語説明
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